
計画図（変更後）
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計画図（変更後）
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地区区分図
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地区計画方針の付図
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商業業務地区Ａ
商業機能の立地を図る地区とする。

商業業務地区Ｂ
本川越駅の利便性を向上する土地利用を図る地区とする。

商業業務地区Ｃ
連続的な賑わいと、後背の住宅への配慮を図る地区とする。

商業業務地区Ｄ
商店街の活性化と後背の住宅への配慮を図る地区とする。

住商共存地区
生活利便施設を誘導しつつ、住環境を保全する地区とする。

次に掲げる建築物は建築してはならない。
一　カラオケボックス、マージャン屋、
　　ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
　　その他これらに類するもの
二　倉庫業を営む倉庫
三　畜舎（床面積の合計が 15 ㎡を超えるもの）
四　工場（建築基準法施行令第 130 条の 6に
　　　　　定めるものを除く）
五　火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理施設
　　（敷地内建築物の供給処理に伴う貯蔵施設は除く）
六　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
　　第 33 条第 1項の規定に該当する営業に係わるもの

次に掲げる建築物は建築してはならない。
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　　その他これらに類するもの
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三　畜舎（床面積の合計が 15 ㎡を超えるもの）
四　工場（建築基準法施行令第 130 条の 6に
　　　　　定めるものを除く）
五　火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理施設
　　（敷地内建築物の供給処理に伴う貯蔵施設は除く）
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地区整備計画図
（Ⅰ）建築物等の用途の制限
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１００㎡
ただし、地区計画決定告示時に
当該規定に適合しない土地について、
その全部を一つの敷地として使用する
場合は適用しないものとする。

地区計画区域
地区整備計画区域

都市計画道路
中心線

都市計画道路
中心線

地
番
界

地
番
界

都
市
計
画
道
路
中
心
線

都
市
計
画
道
路
中
心
線

道
路
端

道
路
端

道路端
道路端

道
路
端

道
路
端

道
路
端

道
路
端

道路端道路端

道
路
中
心

道
路
中
心 道路端から

25ｍ
道路端から
25ｍ

駅前広場端
から 25ｍ
駅前広場端
から 25ｍ

道路中心道路中心

道
路
中
心

道
路
中
心道路端から

25ｍ
道路端から
25ｍ

地
番
界

地
番
界

地区整備計画図
（Ⅱ）建築物の敷地面積の最低限度
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地区整備計画図
（Ⅲ）建築物等の高さの制限 川越市計画図（１：２，５００）
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